
 

 

奨 学 制 度 

 

○学納金減免制度                           

看護学部では在学中の成績優秀な学生に対して，学納金の一部を減免する制度があります。毎 

年４月に学年次（１学年次を除く）ごとに，前年度の成績，出席状況，勉学態度等を総合評価の 

上決定します。 

対象者は，各学年次の規定された要件を満たす成績上位10名以内の者で，これらの者に対して 

前学期分の教育充実費及び実験実習費を全額免除します。このうち，特に優秀と認められる者（３ 

名以内）については，後学期分の教育充実費及び実験実習費についても全額免除します。 

 

○日本学生支援機構奨学金                       

日本学生支援機構は，国の育英奨学事業の実施機関であり，大学から推薦された者（学業・人 

物ともに優秀であって，経済的に貸与が必要な者）について選考の上，学資の貸与を行っている 

機関です。 

１ 奨学生の種類 

⑴ 第一種奨学生（無利子で奨学金を貸与。以下「第一種」という。） 

⑵ 第二種奨学生（有利子で奨学金を貸与。以下「第二種」という。） 

⑶ 給付 奨学生（原則として返還義務のない奨学金を支給。以下「給付」という。） 

２ 奨学金の貸与月額 

第一種 

それぞれ次の月額から選択 

自宅通学者   54,000円 40,000円 30,000円 20,000円 

自宅外通学者  64,000円 50,000円 40,000円 30,000円 20,000円 

第二種 
20,000円 30,000円  40,000円  50,000円  60,000円  70,000円

80,000円 90,000円 100,000円 110,000円 120,000円 

給 付 

        第一区分   第二区分   第三区分 

自宅通学者   38,300円   25,600円   12,800円 

自宅外通学者  75,800円   50,600円   25,300円 

※「区分」は世帯の所得金額に基づく区分に応じて決定します。 

なお，入学時特別増額貸与奨学金（有利子）として，看護学部第１学年において，入学月を 

始期として奨学金の貸与を受ける者は，希望により，入学月の基本月額(第一種または第二種)

に100,000円，200,000円，300,000円，400,000円又は500,000円増額して貸与できます。 

（貸与条件があります。） 

３ 奨学金の返還 

返還は，日本学生支援機構法により最長20年間の月賦返還等で行われます。 

＊注意事項 

・採用後であっても，学業成績が不振となったとき，奨学金を必要としなくなったとき，そ 

の他奨学生として適当でないときは，奨学金の交付が停止・廃止されることがあります。 

・募集の時期にはその旨掲示するので，学生支援課で所定の手続きをとってください。また， 



 

 

志願者は，常に注意して，出願の機会を逃したり出願期限に遅れたりしないようにしてくだ 

さい。 

４ 第一種及び第二種予約採用候補者の進学手続 

本学入学前に，大学進学後第一種又は第二種奨学生となることを予約した者は，大学を通じ日 

本学生支援機構に進学届を提出してはじめて本採用されることになっています。この進学届を提 

出しないときはその資格を失うことになるので，入学後，直ちに学生支援課に申し出てください。 

５ 第一種緊急採用及び第二種応急採用 

募集時期以外でも，主たる家計支持者の失職，死亡若しくは火災等による家計急変のため， 

又は災害を受けたことにより緊急に奨学金を必要とする事態が生じたときには，直ちに学生支 

援課に申し出てください。 

 ６ 授業料等減免制度について 

    本学は，文部科学省に対して高等教育の修学支援新制度の機関要件確認申請を行い，正式に

対象機関として確認されました。 

 
 

 ○その他                               

民間育英団体の奨学金など，大学を通して募集があるものに関しては，その都度掲示します。 

地方公共団体等の奨学金は大学を通しての募集がないので，出身地の教育委員会などへ問い合わ 

せてください。 


